
平成１８年全国証券大会における安東日本証券業協会会長 挨拶 

 

平成１８年９月２１日 

 

本日、ここに平成１８年全国証券大会を開催するに当たり、与謝野金融

担当大臣、福井日本銀行総裁、勝俣日本経済団体連合会副会長をはじめ、

御来賓の皆様方には、御多忙のところ多数の御臨席を賜わり、厚く御礼申

し上げます。 

これより、御来賓の方々から御高話を拝聴し、私どもの貴重な指針とい

たしたいと存じますが、主催団体を代表し、一言、御挨拶を申し上げます。 

お手元の「所信」をご確認いただきながら、お聞き取りいただきたいと

存じます。 

まず、最近の我が国経済でございますが、政府による構造改革の進展に

加えて、企業及び家計部門の不断の努力により、長い低迷の時期から抜け

出して着実に回復しており、ようやく未来への明るい展望が持てる状況と

なったと考えられます。 

こうした中、人口減少・少子高齢化社会の到来や加速する経済のグロー

バル化への対応などの課題がありますが、その解決には、持続的かつ安定

した経済成長が必要であり、そのためには「躍動感に満ちた活力のある証

券市場」を構築し、維持していかなければなりません。 

本日は、こうした認識の下、「『貯蓄から投資へ』の流れを加速・確実

なものとする」、「公正で透明性が高く信頼のできる証券市場を確立する」

ため、私どもが抱える課題と取組について、申し上げます。 

 

まず、「『貯蓄から投資へ』の流れを加速・確実なものとするための基

盤整備」について、申し上げます。 

その第１は、平成19年度税制改正要望であります。 

現在、個人投資家の上場株式・株式投資信託の譲渡益及び配当金等に対

する税率については、平成15年度改正により、５年間の時限措置として、1

0％に軽減されております。 
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これらの軽減措置は、証券市場のより一層の活性化、「貯蓄から投資へ」

の流れを加速・確実なものとするための重要なインフラであります。 

最近の株式市場は、ようやく活力を取り戻し、個人株主数は増加基調に

あり、個人投資家の株式の売買高や全体に占める個人の割合が増えており

ますが、約1,500兆円の我が国の個人金融資産に占める株式及び株式投資信

託の保有割合は11％にすぎず米国の28％やドイツの19％を大きく下回って

おり、「貯蓄から投資へ」の流れが定着したとは言いがたい状況にありま

す。 

また、60歳以上の世代が個人金融資産の約５割強を保有しておりますが、

これら高齢者層は貯蓄重視、リスクを回避する傾向にあり、今後の本格的

な超高齢化社会では、退職後の長い期間の生活を支える資金の源として、

個人が株式等を保有しその利益を長期間享受できる流れを作る必要があり

ます。 

証券業協会が、この６月に実施した個人投資家の証券税制に関する意識

調査では、上場株式の譲渡益・配当金等の10％の軽減措置について、約７

割強の個人投資家の方が「延長すべきである・必要である」と回答されて

おります。また、半数以上の個人投資家の方が、これらの軽減措置が終了

となった場合、「投資方針にマイナスの影響がある」と回答されておりま

す。 

さらに、証券業協会が外部の調査研究機関に委託した実証研究では、上

場株式の譲渡益の10％の軽減措置は、個人投資家の株式取引を活性化させ、

仮に、軽減措置が廃止された場合には、駆け込みで株式の売却が起こる可

能性もあるとの研究結果が報告されております。 

こうした状況から見れば、証券市場のより一層の活性化、「貯蓄から投

資へ」の流れを加速・確実なものとするためには、上場株式・株式投資信

託の譲渡益及び配当金等の軽減措置の継続は不可欠であります。また、個

人投資家が、より一層「投資」を行いやすくするためには、金融所得全般

に対する一体化課税を推進する必要があり、平成19年度税制改正要望に当

たっては、これら措置の実現に向けて全力をあげて取り組んでまいります。 
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第２は、金融経済教育の推進であります。今後本格的に到来する少子・

高齢化社会では、個人にとって、資産運用のニーズ・重要性は高まり、自

らがリスクとリターンを選択し、将来のマネープランをデザインするため

の金融知識の習得は不可欠なものとなってきております。 

証券界では、10月４日を「証券投資の日」と定め、広く一般・社会人の

方を対象に証券投資の普及・啓発活動を展開するとともに、次世代を担う

中学校・高等学校の生徒や先生方を対象とした投資教育に取り組んでおり

ます。引き続き、広く個人の証券市場への参加を促し、自立した個人投資

家の育成を支援するため、政府及び関係機関と連携し、学校教育及び生涯

教育など幅広い機会において金融経済教育を強力に推進してまいります。 

第３は、証券投資の促進及び発行会社への要請であります。証券市場の

活性化のためには、何よりも個人投資家にとって証券市場をより身近なも

のとし、投資商品そのものの魅力を高めていく必要があります。そのため、

証券投資信託やＪ-ＲＥＩＴ等の投資信託を中心として、広範なニーズに応

える商品の開発・提供に努めてまいる所存です。 

また、株式の投資魅力の向上のため、発行会社に対して、引き続き、コ

ーポレート・ガバナンスの充実・強化や、株主・投資家に対する情報開示、

ＩＲ活動の推進等を求めてまいりたいと存じます。 

第４は、金融商品取引法の施行に向けた対応であります。 

来年夏にも施行される「金融商品取引法」は、幅広い金融・投資商品を

包括的・横断的に規制しようとするもので、投資者の利用、市場参加を促

進し、「貯蓄から投資へ」の流れを後押しするための重要なインフラであ

ります。証券界といたしましては、金融商品取引法の「利用者保護ルール

の徹底」、「金融イノベーションの促進」という基本的な考えに基づき、

自主規制ルールの整備及びエンフォースメント体制の充実・強化等の市場

インフラの整備に取り組むとともに、新しい金融商品・サービスの開発・

提供に努めてまいります。 

 

続きまして、「公正で透明性が高く信頼のできる証券市場の確立に向け
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た基盤整備」について、申し上げます。 

その第１は、市場仲介機能の充実・強化であります。 

証券市場の一層の活性化のためには、公正で透明な証券市場を確立し投

資家の信頼の維持・向上を図ることが不可欠であり、証券会社は、コンプ

ライアンス態勢の強化はもとより、市場仲介者としてのオペレーションの

信頼性の向上、発行体及び投資家に対するチェック機能の発揮、市場プレ

イヤーとしての自己規律の確立が求められております。 

証券界といたしましては、こうした市場仲介機能の充実・強化に向けて、

自主規制ルール及び倫理規範の整備等を推進いたします。  

第２は、証券市場全体のシステムの共通基盤の整備に向けた取組であり

ます。 

証券会社と証券取引所との間のシステムは、投資家が安心して取引を行う

ための重要なインフラであり、インターネット取引の急速な普及、多様化・

複雑化する取引への対応やその信頼性の確保が極めて重要な課題となって

おります。こうした認識の下、証券業協会及び証券取引所は、証券市場全

体としての効率性・信頼性の向上が図られるよう、証券会社と証券取引所

間のシステムの標準化・共通化・共同利用化に向けた具体策を取りまとめ、

推進いたします。 

第３は、証券市場全体のＢＣＰ（事業継続体制）の整備であります。 

大規模地震やテロなどが発生した際に、証券市場の機能の継続性が確保

されない場合には、我が国経済・資本市場や内外の投資家にとって重大な

支障、影響が及ぶものと予測されます。 

証券界では、従来から取り組んでまいりました証券会社各社のＢＣＰの

着実な進捗を図るとともに、証券取引所及び関係機関と連携し、証券市場

全体・証券取引所等の中枢機能の継続性の確保に向け、必要な体制整備を

進めてまいります。 

最後に、株券の電子化（ペーパレス化）への対応であります。 

有価証券の電子化の総仕上げともいうべき株券の電子化が、平成21年１

月に予定されております。 
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株券の電子化は、発行や決済に係るコスト・リスクの削減、取引の安全

性や利便性の向上につながり、投資家及び市場関係者にとって、そのメリ

ットは大きいものであります。証券界といたしましては、この株券の電子

化の円滑な移行を確保するため、引き続き、株券の証券会社、証券保管振

替機構への預託促進のための周知・広報活動を強力に推進するとともに、

取引ルール・システム面の整備など対応に万全を期してまいります。 

 

改めて申し上げるまでもなく、証券界は、ただ今申し上げました課題に

全力をあげて取り組んでまいる所存であり、これまで以上に、証券市場の

活性化、さらなる経済発展に貢献してまいりたいと考えております。御来

賓各位におかれましても、引き続き、我々の取組に対し、より一層の御理

解と御支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 

以上をもちまして、私の挨拶とさせていただきます。御清聴いただきま

して誠にありがとうございました。 

 

以 上 

 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


